
江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付要綱第６条の区長が別

に定める申請期間を定める基準 

 

令和６年５月１３日 

６江地経第２８５号 

改正   令和７年４月２３日 

７江地経第１６１号 

改正   令和８年４月１０日 

８江地経第８５号 

 

 

 

 

区長は、江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付要綱（令和６年５月１０

日６江地経第２３１号）第６条の規定に基づき、この基準を定める。 

江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付要綱第６条の区長が別に定める申

請期間は、令和８年６月１日から令和８年１０月３０日までとする。 


